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税
の
申
告
相
談
は 

二
月
四
日
（木
）か
ら
行
い
ま
す 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

《
税
務
会
計
課
》 

二
月
四
日
（
木
）
か
ら
税
の
申
告
相
談
を
行

い
ま
す
。
詳
し
い
日
程
は
す
で
に
毎
戸
配
布
し

て
あ
り
ま
す
「
令
和
三
年
度
町
・
県
民
税
（
兼

国
保
税
）
の
申
告
相
談
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。 

 

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
マ
ス
ク
着
用
の
上
、
な
る

べ
く
決
め
ら
れ
た
期
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
（
毎
年
、
予
備
日
（
三

月
十
二
日
（
金
）
、
十
五
日
（
月
）
が
大
変
混
み

合
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
申
告
さ
れ
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
）
。 

●
申
告
相
談
期
間 

 

二
月
四
日
（
木
）
～
三
月
十
五
日
（
月
） 

午
前
八
時
三
十
分
～
午
後
三
時
三
十
分 

（
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
祭
日
は
除
く
） 

※
当
日
の
集
計
作
業
の
た
め
、
午
後
三
時
三
十

分
で
申
告
相
談
の
受
け
付
け
は
終
了
と
な
り

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
場
所 

 

国
際
交
流
会
館
二
階 

二
〇
二
会
議
室 

●
問
い
合
わ
せ
先 

税
務
会
計
課 

税
務
相
談
班 

（
内
線
１
２
１
・
１
２
２
・
１
２
５
） 

 

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の 

調
理
員
を
募
集
し
ま
す  

 
 

 
 

 
 

《
鶴
田
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
》 

 

給
食
調
理
業
務
全
般
に
従
事
し
て
い
た
だ
く

職
員
を
募
集
し
ま
す
。 

 

募
集
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
。 

●
勤
務
時
間 

 

平
日
午
前
八
時
三
十
分
～
午
後
四
時
三
十
分 

●
賃
金 

月
額
１
１
万
９
４
９
６
円
～ 

●
雇
用
人
員
・
期
間 

一
名 

 

令
和
三
年
四
月
一
日 

～
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

●
申
込
期
限 

令
和
三
年
三
月
五
日
（
金
） 

●
提
出
書
類 

 

鶴
田
町
会
計
年
度
任
用
職
員
応
募
申
込
書

（
顔
写
真
添
付
） 

 

履
歴
書
（
顔
写
真
添
付
） 

※
各
書
類
の
用
紙
は
、
給
食
セ
ン
タ
ー
に
あ
り

ま
す
。 

●
選
考
方
法 

 
書
類
審
査
お
よ
び
面
接
試
験
で
選
考
し
ま

す
。 

●
そ
の
他 

 

作
業
に
必
要
な
白
衣
・
シ
ュ
ー
ズ
な
ど
は
、

当
セ
ン
タ
ー
で
支
給
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

鶴
田
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー 

 

☎
２
２
―
３
１
７
１ 

納め忘れはありませんか？  
◎町・県民税   ◎固定資産税  
◎軽自動車税   ◎国民健康保険税  

「防災行政無線・登録制メール訓練放送を実施します」 
令和３年２月１７日（水）午前１１時頃（予定）に、防災行政無線や登録制メール（つるりん

ほっとメール）を使用して、Ｊアラートの訓練放送を行いますので、あらかじめご了承ください。 
●問い合わせ先 総務課 人事行政班（内線２７１） 



サ

ン

シ

ャ

イ

ン

ス
ク
ー
ル
の
指
導

員
を
募
集
し
ま
す 

 
《
教
育
委
員
会
》 

町
で
は
、
「
学
童
保
育
施
設
サ
ン

シ
ャ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
」
の
指
導
員
を

募
集
い
た
し
ま
す
。 

●
勤
務
時
間 

 

平
日
（
月
～
金
曜
日
） 

授
業
終
了
後
～
午
後
七
時 

土
曜
日
、
長
期
休
業
日 

午
前
七
時
十
五
分
～
午
後
七
時 

※
休
憩
時
間
あ
り 

●
報
酬 

一
時
間
に
つ
き
８
９
７
円 

●
資
格 

特
に
必
要
な
し 

●
採
用
予
定
人
員 

若
干
名 

●
勤
務
開
始 

 

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
の
予
定 

●
必
要
書
類 

履
歴
書
（
面
接
あ
り
） 

●
申
込
期
限 

 

令
和
三
年
二
月
十
九
日
（
金
）
ま
で 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

（
内
線
２
１
１
） 

 

新
・
増
・
改
築
家
屋

申
告
の
お
願
い 

 

《
税
務
会
計
課
》 

固
定
資
産
税
は
毎
年
一
月
一
日

が
基
準
日
で
す
。
令
和
二
年
中
に
家

屋
の
新
築
、
増
築
、
大
規
模
な
改
築

（
リ
フ
ォ
ー
ム
）
を
し
た
場
合
、
固

定
資
産
税
の
評
価
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
取
り
壊
し
な
ど
が
あ

っ
た
場
合
も
、
皆
さ
ま
か
ら
申
告
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
法
律
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。 

担
当
職
員
が
町
内
を
巡
回
し
調

査
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
努
め
て
お

り
ま
す
が
、
ま
だ
調
査
さ
れ
て
い
な

い
場
合
や
、
特
に
取
り
壊
し
な
ど
が

あ
る
場
合
は
ご
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。 

な
お
、
滅
失
登
記
を
し
た
場
合
や

家
屋
調
査
時
に
申
告
し
た
方
は
、
そ

の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

税
務
会
計
課 

税
務
相
談
班 

（
内
線
１
２
１
・
１
２
２
・
１
２
５
） 

      

証
明
書
の
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
開
始
延
期

の
お
知
ら
せ 
 

《
町
民
生
活
課
》 

 

令
和
三
年
二
月
一
日
に
開
始
を

予
定
し
て
お
り
ま
し
た
証
明
書
の

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の

影
響
に
よ
り
、
令
和
三
年
三
月
一
日

（
予
定
）
へ
延
期
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

●
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
と
は 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
て
、
町
が
発
行
す
る
証
明
書

（
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証

明
書
等
）
を
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
等
の
マ
ル
チ
コ
ピ

ー
機
か
ら
取
得
で
き
る
サ
ー
ビ

ス
で
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

町
民
生
活
課 

く
ら
し
の
窓
口
班 

（
内
線
１
５
３
・
１
５
４
） 

 

鶴
田
町
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
お
知
ら
せ 

 

《
鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
》 

 

二
月
三
日
、
三
月
三
日
に
実
施
を

予
定
し
て
お
り
ま
し
た
親
子
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
タ
イ
ム
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
と
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
中
止
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

 

参
加
を
予
定
さ
れ
て
い
た
皆
さ

ま
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
認
定
こ
ど
も
園
つ
る
た
乳
幼
児
園
内
） 

☎
２
２
―
３
７
６
５ 

   
五
所
川
原
税
務
署

か
ら
の
お
知
ら
せ 
 

《
五
所
川
原
税
務
署
》 

 

申
告
書
作
成
会
場
の
開
設
期
間

は
、
二
月
八
日
（
月
）
か
ら
三
月
十

五
日
（
月
）
ま
で
で
す
。 

《
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
》 

●
開
設
場
所 

五
所
川
原
税
務
署
二
階
会
議
室 

●
開
設
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
五
時 

※
申
告
書
作
成
会
場
の
混
雑
緩
和

の
た
め
、
会
場
へ
の
入
場
に
は

「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で
す
。

入
場
整
理
券
は
会
場
で
当
日
配

付
し
ま
す
が
、
入
場
整
理
券
の
配

付
状
況
に
応
じ
て
、
後
日
の
来
場

を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
の
一
環
と
し
て
令
和
二
年

分
の
確
定
申
告
で
は
、
公
的
年
金

を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
を
主
な

対
象
と
し
て
、
二
月
十
六
日
よ
り

も
前
か
ら
申
告
相
談
を
受
け
付

け
し
ま
す
。 

※
申
告
手
続
な
ど
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類

の
提
示
な
ど
が
必
要
で
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

五
所
川
原
税
務
署 

 

☎
０
１
７
３
―
３
４
―
３
１
３
６ 

冬
の
道
路
は
危

険
が
い
っ
ぱ
い
。

津
軽
道
の
吹
雪
な

ど
の
情
報
を
配
信 

 

《
国
土
交
通
省  

青
森
河
川
国
道
事
務
所
》 

 

国
土
交
通
省
青
森
河
川
国
道
事

務
所
で
は
、
「
津
軽
自
動
車
道
」
を

ご
利
用
さ
れ
て
い
る
方
に
対
し
、
車

の
安
全
運
転
支
援
と
し
て
冬
期
間

の
気
象
情
報
、
吹
雪
に
よ
る
視
界
情

報
、
通
行
止
め
開
始
や
解
除
情
報
の

メ
ー
ル
配
信
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
あ
れ
ば
、
パ

ソ
コ
ン
、
携
帯
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
登
録
・
利
用
料
は
無
料
で
利
用
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

（
メ
ー
ル
受
信
に
か
か
る
受
信
料

は
ご
利
用
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
） 

左
記
の
ア
ド
レ
ス
か
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
登
録
い
た
だ
け
ま
す
。
ご
利
用

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

●
ア
ド
レ
ス
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド 

http://www.sspsmail.com/~
aomoridoro/ 

      

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

国
土
交
通
省 

青
森
河
川
国
道
事

務
所 

道
路
管
理
第
二
課 

☎
０
１
７
―
７
３
４
―
４
５
７
４ 



ス
ポ
ー
ツ
安
全

保
険
に
加
入
し

ま
せ
ん
か
？ 

 

《
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
青
森
県
支
部
》 

 

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
と
は
、
ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
地

域
活
動
な
ど
を
行
う
社
会
教
育
活

動
（
四
名
以
上
の
団
体
）
を
対
象
と

し
た
保
険
で
す
。 

●
対
象
と
な
る
事
故 

 

団
体
活
動
中
の
事
故
、
往
復
中
の

事
故
（
自
動
車
事
故
に
よ
る
賠
償

責
任
保
険
は
適
用
外
） 

●
補
償
内
容 

 

傷
害
保
険
（
通
院
、
入
院
、
後
遺

障
害
、
死
亡
）
、
賠
償
責
任
保
険
、

突
然
死
葬
祭
費
用
保
険 

●
加
入
受
付
期
間 

令
和
三
年
三
月
一
日 

～
令
和
四
年
三
月
三
十
日 

●
保
険
期
間 

 

令
和
三
年
四
月
一
日
午
前
０
時

～
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

午
後
十
二
時 

（
令
和
三
年
四
月
一
日
以
降
に

加
入
手
続
き
を
し
た
場
合
は
、

翌
日
の
午
前
０
時
～
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
午
後
十
二
時
） 

●
掛
金 

一
人
年
額
８
０
０
円 

～
１
万
１
０
０
０
円 

（
団
体
の
活
動
内
容
・
年
齢
な
ど

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
） 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
青
森
県
支
部 

 

☎
０
１
７
―
７
１
８
―
１
１
３
６ 

「
解
決
の
糸
口

を
見
つ
け
に
行

こ
う
！
」
相
談
会

に
つ
い
て 

 

《
消
費
者
信
用
生
活
協
同
組
合
》 

町
と
連
携
し
て
生
活
再
建
相
談

事
業
を
行
っ
て
い
る
消
費
者
信
用

生
活
協
同
組
合
に
よ
る
無
料
相
談

会
で
す
。 

専
門
ス
タ
ッ
フ
や
弁
護
士
が
お

金
や
暮
ら
し
に
関
す
る
悩
み
な
ど

に
つ
い
て
、
丁
寧
に
聴
き
取
り
し
、

一
緒
に
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
ま

す
。 

●
日
時 

二
月
二
十
七
日
（
土
） 

午
前
十
時
～
午
後
四
時 

●
場
所 

 

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー 

 

（
弘
前
市
大
字
末
広
４
―
１
０
―
１
） 

●
対
象
の
相
談 

①
お
金
の
問
題 

（
多
重
債
務
問
題
な
ど
） 

②
遺
産
相
続 

③
不
動
産
売
買 

④
税
金
等
公
共
料
金
の
滞
納 

⑤
Ｄ
Ｖ
・
離
婚
問
題 

⑥
そ
の
他
く
ら
し
に
関
す
る
悩

み
事 

●
相
談
料 

無
料 

※
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

消
費
者
信
用
生
活
協
同
組
合 

弘
前
事
務
所 

☎
０
１
２
０
―
１
０
２
―
３
５
４ 

自動車の名義変更・廃車手続き・車検はお早めに！ 

【車検は１ヶ月前から受けられます。】 
例年３月は、名義変更（移転登録）・廃車（抹消登録）・住所変更等（変更登録等）・車検（継続検査）

の手続きが集中し、運輸支局および事務所の窓口は大変混雑します。特に、３月中旬頃から月末にかけ

て徐々に待ち時間が長くなり、申請者の皆さまに大変ご不便をおかけしております。 

名義変更や廃車等の手続きは、混雑を避け、待ち時間が少ない３月１２日以前に手続きしていただく

ようお願いします。 

また、車検（継続検査）は１ヵ月前から受けることができますので、３月下旬に集中しないようお早

めに受検していただくようにお願いします。 

ユーザー車検については、下記のインターネット検査予約サイト等により検査予約を行ってください。

予約操作についてのお問い合わせは、自動車検査予約ヘルプデスクでお答えしておりますのでご利用く

ださい。 

なお、軽自動車は「軽自動車検査協会」が手続き窓口になり、手続き方法等が違いますのでご注意く

ださい。 

●問い合わせ先 

・東北運輸局青森運輸支局（青森市大字浜田字豊田１３９－１３） 

テレフォンサービス（情報案内） ☎０５０－５５４０－２００８ 

・八戸自動車検査登録事務所（八戸市桔梗野工業団地２丁目１２－１２） 

テレフォンサービス（情報案内） ☎０５０－５５４０－２００９ 

・青森運輸支局ホームページ 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-index.html 

※ホームページで必要書類の確認、委任状等の取得が可能です。 

・自動車技術総合機構ホームページ（自動車検査予約システム） 

《パソコン》http://www.yoyaku.naltec.go.jp 《携帯電話》https://mobile.yoyaku.naltec.go.jp/ 

・自動車検査予約ヘルプデスク 

☎０５７０－０３０－３３０（午前９時～午後６時 土・日・祝日を除く） 

●受付時間  平日 午前８時４５分～１２時、午後１時～４時（土・日・祝日は休みです。） 

旧富士見小学校を売却します 
管内小学校の統廃合に伴い閉校となった旧富士見小学校の校舎、土地等の利活用について、産業の振

興、雇用の創出、地域の活性化に寄与する事業者等を公募型プロポーザルにより広く募集します。 
●募集要領の配付２月１日（月）～２月２６日（金）●提案書受付締切３月１２日（金）午後５時まで 
●問い合わせ・申込先 総務課 財務班（内線２７５・２７６） 
 



「傾聴サロン」 でほっこり、すっきりしませんか 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。 

お話した内容の秘密は厳守します。安心してお越しください。 

※会場内の換気、人と人との適切な間隔確保、来場者の検温や体調確認、従事者のマスク着用、手洗い・手指

消毒の徹底など感染症対策に留意した上で開催します。 

★日 時：2月 1日（月）、15日（月）午後 1時～3時   ★場 所：鶴遊館 栄養指導室 
～新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い～ 

◎当日及び過去 2週間以内に、本人または同居する方において、下記のいずれかに該当する場合は参加を控え

てくださるようお願いいたします。 
1． 37.5℃以上の発熱や咳などの風邪症状、だるさ（体調不良）がある場合 

2． 県外との往来がある場合または新型コロナウイルス感染者及びその疑いがある方との接触がある場合 

◎来場する際は、マスクを着用してくださるようご協力お願いいたします。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止となる場合があります。ご了承ください。 
   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

  

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

 

  

  

 

  

新型コロナウイルス感染症について 

《緊急事態宣言が発出されています》 

【特定都道府県】 東京・埼玉・千葉・神奈川・栃木・ 

岐阜・愛知・京都・大阪・兵庫・福岡 

【実施期間】 1 月 8 日～2 月 7 日 

-県知事メッセージの内容- 

・基本的な感染対策の徹底をお願いします。 

・特定都道府県との不要不急の往来は控え、その他地域への移動は感染状況を踏まえ慎重な判

断をお願いします。 

・特定都道府県から移動して来た方は、健康観察を徹底するとともに、人との接触を必要最小

限にとどめるようお願いします。 

≪発熱などの症状がある場合の相談・受診方法について～12月 1日から変わりました～≫ 

★かかりつけ医がいる方 

・まずは、かかりつけ医等に電話相談 

・かかりつけ医等、相談先の医療機関が、対応可能の場合：指定された時間に受診 

                 対応不可の場合：他の診療・検査医療機関を案内 

★かかりつけ医がいない方 

県コールセンター（新型コロナウイルス感染症コールセンター）に電話相談 

TEL 0120-123-801 フリーダイヤル、24時間受付（土日・祝日含む） 

★新型コロナウイルス感染症患者と接触したなど、心当たりがある方（症状に関わらず） 

受診・相談センター（五所川原保健所）に電話相談  TEL 0173-34-2108 

 

 

 

令和3年 町の保健だより 
連絡先：健康保険課 健康長寿班（内線 131～136） 

○人との距離や換気を

心がけましょう。 

○手洗い・マスクの着用

などを徹底しましょう。 

○一人ひとりの行動が

感染防止につながりま

すので、ご協力をお願い

します。 

各種行事 開催中止のお知らせ 

  新型コロナウイルス感染症対策のため、2月は以下の行事を中止とさせていただきます。 

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

○健康運動教室  ○介護予防事業に関する各種教室等（ヨーガ、フラダンス、ココリラ体操など） 

＜問い合わせ先＞ 健康保険課 国保介護班（内線 143） 

《感染について心配な方》・厚生労働省電話相談窓口                       TEL 0120-565653 

・受診・相談センター（五所川原保健所）     TEL 0173-34-2108 

《健康面・予防方法について心配な方》・県コールセンター              TEL 0120-123-801 

                                 ・役場 健康保険課       TEL 22-2111 


